令和７年度加須市診療情報提供事業の手引き

１　目的
令和７年度加須市診療情報提供事業（以下「本事業」という。）は、医療機関から市が実施する特定健康診査（以下「特定健診」という。）の検査項目に相当する診療情報（以下「診療情報」という。）を収集し、市の特定健診の受診者として登録することで、特定健診の受診率を上げ、市の国民健康保険加入者における医療費の適正化及び住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

２　対象者
本事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
（１）　埼玉県国民健康保険団体連合会から提出される令和７年度の特定健診未受診者のリストに登載されている者であること。
（２）　次のいずれかの医療機関に定期通院（令和７年４月から同年９月までの間に、同一の医療機関に３回以上通院することをいう。）している者であること。
ア　加須医師会に所属し、本事業への協力に同意した医療機関
イ　行田市又は鴻巣市の医療機関であって、当該市の特定健診の委託を受けている医療機関

３　診療情報提供の実施期間
本事業による診療情報提供の実施期間は、令和７年１２月１６日（火）から令和８年２月２８日（土）までとする。ただし、医療機関の休診日は、実施期間に含まない。

４　情報提供料の支払い
本市は、診療情報を提供した医療機関に対し、情報提供料として１件当たり２，８００円（消費税及び地方消費税を含む。）を口座振替の方法により支払う。

５　対象者の自己負担
診療情報を提供する医療機関は、対象者に対し、当該診療情報の提供に係る自己負担を求めないものとする。

６　実施方法（別紙１）
（１）　市は、対象者に対し、特定健診情報提供票（別紙２－１）及び特定健診質問票(別紙２－２)を送付する。
（２）　対象者は、診療情報を有する医療機関（かかりつけ医療機関）に別紙２－１及び別紙２－２を提出する。
（３）　医療機関は、対象者から別紙２－１及び別紙２－２の提出を受けたときは、当該対象者に対し記入日前３月以内に実施した検査に係る診療情報について、「７　対象となる診療情報」に定める必須項目を全て把握しているか確認し、把握していれば別紙２－１に診療情報を記入する。
※　診療情報の提供に当たっては、別紙２－１の記入をもって特定健診における医師の判断に相当する事務が行われたものとして取り扱うため、別紙２－１の検査日欄には記入日を記入するものとする。
※　別紙２－１の同意欄及び別紙２－２は、対象者に記入してもらうものとする。
※　必須項目を記入できない場合には、本事業の対象外となるため、別紙２－１及び別紙２－２は対象者に返却する。
（４）　医療機関は、別紙２－１及び別紙２－２の写し並びに請求書（別紙３）を、月毎にとりまとめた上で、記入日の翌月１０日までに市に提出する。
（５）　市は、医療機関から別紙２－１及び別紙２－２の写し及び別紙３の提出を受けたときは、その内容を確認し、特定健診等データ管理システムに結果を登録し、記入日の翌々月末までに、４に定める情報提供料を当該医療機関に支払う。

７　対象となる診療情報
  対象となる診療情報のうち、提供を必須とするものは別紙４【必須項目（特定健診の基本的な健診の項目）】の表に定めるものとし、医療機関が把握している場合に提供するものは別紙４【把握している場合のみ記入する項目（特定健診の詳細な健診の項目）】の表に定めるものとする。

８　医療機関の協力
市は、本事業の円滑な実施を図るために、医療機関その他関係機関の協力を得るよう努めるものとする。

９　個人情報の取扱い
（１）　医療機関は、本事業の実施に際し知り得た対象者の情報（以下「個人情報」という。）を第三者に漏らしてはならず、本事業の終了後においてもまた同様とする。また、医療機関に従事する者は、在職中及び退職後においても個人情報を第三者に漏らしてはならない。
（２）　医療機関は、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
（３）　医療機関は、個人情報取扱に関し突発的事項が起きたときは、速やかに市に報告しなければならない。
[bookmark: _GoBack]（４）　医療機関は、本事業の実施に際しては、前３号に掲げるもののほか、「加須市個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

１０　その他
この手引きに定めのない事項については、必要に応じて関係機関と協議して定める。
